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まちづくり基本条例１０周年
と

Shigeo Kisa 2011.02.19

と
これからの課題

ニセコ町 1

１ まちづくり基本条例制定１０周年
現在 全国状況― 現在の全国状況 ―

2

ヤフー（インターネット検索）でのヒット件数

「自治基本条例」 １,９３０件（2003年3月27日） ２,１７０件（2003年6月16日）

６,４４９件（2004年6月25日） １６,０５７件（2005年6月6日）

１,２４０,０００件（2007年2月24日） ２,８２０,０００件（2007年10月31日）

４,５７０,０００件（2008年2月7日）→５１４万件（08年5月7日）

５８５万件（08年10月10日）６６８万件（08年11月25日）１,３３０万件（10年9月25日）

５１万件（2011年1月21日）

「まちづくり基本条例」１ ２６０件（2003年3月27日） １ ３３０件（2003年6月16日）「まちづくり基本条例」１,２６０件（2003年3月27日） １,３３０件（2003年6月16日）

１,５３０件（2003年8月8日） ５,４８２件（2005年6月6日）

６４０,０００件（2007年2月24日）

１,７２０,０００件（2007年10月31日）

２,８５０,０００件（2008年2月7日）→３１７万件（08年5月7日）

３７３万件（08年10月10日）４３２万件（08年11月25日） ７０３万件（10年9月25日）

１５万件（2011年1月21日）

今日は、「自治基本条例」、
「まちづくり基本条例」を同

じものとして扱う

２３０程度（１３％程度）の
市町村で「自治基本条例」を

制定（2011年） 4

全国の自治体に「呪縛」をか
けた

ニセコまちづくり基本条例？

先行例：
埼玉県川口市 昭和62（1987）年 施行

兵庫県 平成11（1999）年 施行

ニセコ町 平成１３（2001）年 施行 5

「ニセコ（町・まちづくり基本条例）の呪縛」
とまで言われるがとまで言われるが・・・
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（前文）

■■は、先人の労苦の中で歴史を刻み、市を愛する多く
の人々の英知に支えられて今日を迎えています。わたした
ち市民は、この美しく豊かな自然と相互扶助の中で培われ
た風土や人の心を守り、育て、「住むことが誇りに思えるま
ち」をめざします。

パクリ条例の出現

まちづくりは、市民一人ひとりが自ら考え、行動すること
による「自治」が基本です。わたしたち市民は「情報共有」の
実践により、この自治が実現できることを学びました。

わたしたち市民は、ここに■■市のまちづくりの理念を明
らかにし、日々の暮らしの中でよろこびを実感できるまち
をつくるため、この条例を制定します。 8

9 10

11 12



3

13 14

2 ニセコ町条例制定の秘話？2 ニセコ町条例制定の秘話？

15 16

１９９４年

17 18
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19

素足で「参加」

さまざまな形の住民
参加が行われる

20

仕事の制服で。和尚さんは、
袈裟すがた

ネクタイ
は

はずして

町長は座布団なし
後ろ向きの人も

21 22

• 農家との結びつき

• 消費者との結びつき

• 行政の支援

• 農家の知恵

• 大手ホテルとの提携

農産物直売所

ニセコ・ビュープラザ（道の駅）

農産物直売所

23

• 民活活力で運営

• 公共施設維持

• 行政の支援

• 住民の知恵

綺羅の湯 （ＪＲニセコ駅前）

綺羅乃湯の指定
管理者制度

赤字になったことがない
24
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あそぶっく（ニセコ町の図書館）

（古い郵便局を買い取り、改装）

クリスマス時期の「あそぶ くクリスマス時期の「あそぶっく」

管理・運営は、お母さんたちの
ほぼボランティア

25 26
役場正面玄関の真ん前に 「あそぶっく」 2011年2月18日撮影

国の補助金制度を変えさせた！国の補助金制度を変えさせた！

27

一般廃棄物最終処分場般廃棄物最終処分場

28

水質管理・排水管理棟

29

ニセコ町広報広聴検討会議 第１回 （１９９７年１０月）
30
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北海道内の自治体職員・研究者による自治基本条例案作成プ
ロジェクト・チーム（自治プロ）

31

３ ニセコ町条例のおさらい３ ニセコ町条例のおさらい

32

33 34

35

Stadtratsmitglieder

Christian Möhr
Stadtpräsident (im Amt seit 1991)
Präsidium, Oberaufsicht über die Stadtverwaltung, 
Personalchef des gesamten städtischen Personals, 
Kulturelles
Telefon: 081 300 45 51
E-Mail: christian.moehr@maienfeld.ch

Hermann Just
Statthalter (im Amt seit 1999)
BBauwesen
Telefon: 081 257 03 95
E-Mail: justlaw@bluewin.ch

Rosmary Gmür
Bildung und Soziales (im Amt seit 1999)
Telefon: 079 222 02 34
E-Mail: rosmary.gmuer@bluewin.ch

36
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Bernhard Zindel
Finanzen (im Amt seit 2001)
Telefon: 081 300 44 10
E-Mail: b.zindel@kies-beton-ag.ch

Ferdinand Feusi
Forstwirtschaft (im Amt seit 2003)
Telefon: 081 302 55 77
E-Mail: ferdinand.feusi@kapo.gr.ch

Paul Komminoth
Landwirtschaft, Alpen und Weiden (im 
Amt seit 2003)
Telefon: 081 302 13 35
E-Mail: info@komminoth-weine.ch

Markus Komminoth
Polizeiwesen (im Amt seit 1997)
Telefon: 081 302 21 04
E-Mail: 
markuskomminoth@bluewin.ch

37

Stadtschreiber:
Luzi Nett
Telefon: 081 300 45 52
E-Mail: luzi.nett@maienfeld.ch
Im Amt seit 01.11.1990

Aufgabenbereiche:
Leitung der Stadtverwaltung, Sekretariat Stadtrat, 
Personal-, Versicherungs- und Vertragswesen, 
Sozialamt, Lehrlingsausbildung, Organisationsaufgaben, 
Kommissionstätigkeiten

Steuersekretärin:
Pia Dedual
Telefon: 081 300 45 54
E-Mail: pia.dedual@maienfeld.ch
Im Amt seit 01.04.1973

Aufgabenbereiche:
Steueramt, Quellensteuerabrechnungen und 
Beherbergungsabgaben, Sekretariat Stadtpräsident, 
Stellvertretung Stadtschreiber 38

Polizeiwesen
Stadtpolizist:
Sutter Andreas
Telefon: 081 300 45 57
Telefax: 081 300 45 60
Natel: 076 582 15 80
E-Mail: andreas.sutter@maienfeld.ch
Im Amt seit 01.09.2000

Aufgabenbereiche:
Überwachung der öffentlichen Ruhe und Überwachung der öffentlichen Ruhe und 
Ordnung bei Tag und bei Nacht, Regelung
und Überwachung des Strassenverkehrs und 
der Parkordnung (ruhender Verkehr), 
Abfallwesen, Patrouillengänge bei Tag und 
bei Nacht, Signalisationswesen, 
Ortsquartiermeister, Führung des Fundbüros, 
Bühnenwart alte Turnhalle und Herausgabe
von Parkkarten und Fahrbewilligungen. 

39

町の警官も、電話、ファクス、携帯電話、電子メールＩＤを世界に公開

所掌事務もきわめて広範囲

０５年５月３１日刊

40

大和市は、大和市は、
現在、施行停止中！

41

憲

法

男基

国の 憲法と法律 の体系
38件の基本法

（2010年8月2日現在）

生物多様性基本法

宇宙基本法

自殺対策基本法

森林 林業基本法

食料・農業・農村基本法

女
共
同
参
画

本
法

森林・林業基本法
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自
治
基
本
条
例

男基
本

条 例 の 体 系

自治体の憲法

女
共
同
参
画

本
条
例

43

緊張の可決の瞬間 １０ 対 ５

道内のテレビも全社が撮影

予測が付かないま
ま、審議が始まる

緊張の可決の瞬間 １０ 対 ５

44

こ
の
第
二
会
議
室
は
、
町
議

45
ニセコ町ではすべての会議が公開 まちづくり基本条例制定10周年
記念シンポ前日 子どもたちとの打ち合わせ 2011年2月18日夕方

議
会
の
議
場
に
な
る

議
会
の
開
催
日
だ
け
議
場場
に
変
身

46

現在の条文数 全５７条

平成17年12月19日条例 改正

議会などについての規定を追加

平成18、19、22年改正

２回の重要な改正
47

ニセコ町まちづくり基本条例の特徴ニセコ町まちづくり基本条例の特徴

48
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○まちづくりの基本原則
情報共有の原則
情報へアクセスする権利
行政の説明責任
住民参加の原則

○情報共有の推進
○まちづくりへの参加の推進
○コミュニティの育成
○議会の役割と責務（一次改正で追加）
○行政の役割と責務

ニ
セ
コ
町
ま
ち
づ

○行政の役割と責務
○町民と行政の協働
○財政
○評価
○町民投票制度
○連携
○条例制定の手続における町民参加
○まちづくり基本条例の位置づけ
○４年に１度の条例見直し

く
り
基
本
条
例

49

ニセコ町は、先人の労苦の中で歴史を刻み、
町を愛する多くの人々の英知に支えられて今日を迎えています。

わたしたち町民は、
この美しく厳しい自然と相互扶助の中で培われた風土や人の心を守り、
育て、「住むことが誇りに思えるまち」をめざします。

まちづくりは

～ ニセコ町まちづくり基本条例 ～
前 文

まちづくりは、
町民一人ひとりが自ら考え、行動することによる「自治」が基本です。

わたしたち町民は
「情報共有」の実践により、この自治が実現できることを学びました。

わたしたち町民は、
ここにニセコ町のまちづくりの理念を明らかにし、
日々の暮らしの中でよろこびを実感できるまちをつくるため、
この条例を制定します。

50

ニセコ町は、先人の労苦の中で歴史を刻み、
町を愛する多くの人々の英知に支えられて今日を迎えています。

わたしたち町民は、
この美しく厳しい自然と相互扶助の中で培われた風土や人の心を守り、
育て、「住むことが誇りに思えるまち」をめざします。

まちづくりは、

～ ニセコ町まちづくり基本条例 ～
前 文

まちづくりは、
町民一人ひとりが自ら考え、行動することによる「自治」が基本です。

わたしたち町民は
「情報共有」の実践により、この自治が実現できることを学びました。

わたしたち町民は、
ここにニセコ町のまちづくりの理念を明らかにし、
日々の暮らしの中でよろこびを実感できるまちをつくるため、
この条例を制定します。

51

誇りを持って、ここ北九州市で暮らし、生きていきたい。
このまちの良さを守り、慈いつくしみ、子どもたちに伝えていきたい。
私たちのこの願いを実りある姿にするためには、市民、議会、行政
がそれぞれの役割を認識し、互いに生かし合い、私たち自身の手で

市民による自治を実践することが重要です。

私たちのまち北九州市は、ものづくりのまちとして、多くの人々の英

北九州市自治基本条例 前文 ３６５文字

知に支えられ発展してきました。また、市民、議会、行政が一体と
なって公害克服に取り組み、世界に誇る環境都市として今日に至っ

ています。

私たちはこれからも、心豊かな、人が大切にされる地域社会を築い
ていきます。そして、近隣自治体と共生しながら、未来につなぐ私た
ちの思いを、アジアの諸都市をはじめ広く世界に発信していきます。

ここに本市の自治の礎いしずえとなる北九州市自治基本条例を定め、
自治の理念と原則を宣言します。 52

誇りを持って、ここ北九州市で暮らし、生きていきたい。

このまちの良さを守り、慈いつくしみ、子どもたちに伝えていきたい。

私たちのこの願いを実りある姿にするためには、市民、議会、行政がそれぞれの役割を認識し、
互いに生かし合い、私たち自身の手で市民による自治を実践することが重要です。
私たちのまち北九州市は、ものづくりのまちとして、多くの人々の英知に支えられ発展してき

北九州市自治基本条例 前文

末
広
が
り
の私たちのまち北九州市は、ものづくりのまちとして、多くの人々の英知に支えられ発展してき

ました。また、市民、議会、行政が一体となって公害克服に取り組み、世界に誇る環境都市と
して今日に至っています。
私たちはこれからも、心豊かな、人が大切にされる地域社会を築いていきます。そして、近隣
自治体と共生しながら、未来につなぐ私たちの思いを、アジアの諸都市をはじめ広く世界に
発信していきます。
ここに本市の自治の礎いしずえとなる北九州市自治基本条例を定め、自治の理念と原則を宣言
します。

３６５文字 １年は、３６５日

の
台
形

53

第１章 目的（第１条）

この条例は、
ニセコ町のまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、
まちづくりにおけるわたしたち町民の権利と責任を明らかにし、
自治の実現を図ることを目的とする。

54
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第２章 まちづくりの基本原則

第２条 情報共有の原則

第３条 情報への権利

第４条 説明責任

第５条 参加原則

55

第３章 情報共有の推進

第６条 意思決定の明確化

第７条 情報共有のための制度

第８条 情報の収集及び管理

第９条 個人情報の保護

56

ニ
セ
コ
町
広
報
広
聴
係

『
広
報
ニ
セ
コ
』（
月
刊

担
当

し
っ
か係

か
ら
送
付
さ
れ
る

）
の
添
え
状

当
者
名
や
連
絡
先
が

か
り
書
い
て
あ
る

情報共有が重要だと言うけれど

★情報は職員自身に所在がわかるように整理されていな
ければならない

★職員が住民に説明ができるように 情報を理解し わか★職員が住民に説明ができるように、情報を理解し、わか
りやすい言葉に直していなければならない

★行政情報は、誰でもアクセスできるようにならなければ
ならない

★子どもでも理解できる情報の加工が好ましい

58

59

文書管理システム改善 前

現在もニセコ町
ホームページで
紹介されている

60
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文書管理システム改善 前
61

文書管理システム改善 後
62

２０１１年２月１８日（金） 夕方
63

長崎県時津町は、１５秒ですべての文書を出す！

・ ２０００（平成１２）年導入の「行政ナレッジファイリング（Ａ
ＫＦ）」

・ 個人用の書類ファイルを一切なくす

・ 書類はすべて、共用のファイルボックス

定められたル ルの下で保管・ 定められたルールの下で保管

・ 書類が必要になった時には、いつでもだれでも、すぐ、
その書類を出せる

・ 長期的な文書保管や廃棄もルールに従って、整然と

・ システム導入で、文書検索の所要時間は導入前の平均
３分から１５秒に短縮。１人当たり年間７２時間を節約→１６
０人の町職員の節約の総量は、６人分の人件費節減 64

65

あそぶっく（図書館）（古い郵便局を改装）
66
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ニ
セ
コ
町
「
あ
そ
ぶ
っ
く
」は
、
町

書
館
、
議
会
図
書
室
（
地
方
自

０
条
）
、
行
政
資
料
室
を
兼
ね

67

町
民
向
け
図

自
治
法
１
０

ね
る

あ
そ
ぶ
っ
く

の
中
のの
閉
架
式
書
庫

68

69

保
存
文
書
も
取
り
出

し
や
す
い
よ
う
に

70

クリスマスの時期

あそぶっく

季節毎に模様替え

71

ドイツ・ニーダーザクセン州
ザールシュテット町 文書室

72

専門大学校で文書管理
論を専攻した専門職員
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第４章 まちづくりへの参加の推進

第１０条 まちづくりに参加する権利

第１１条 満２０才未満の町民のまちづくりに参加する権利

第１２条 まちづくりにおける町民の責務

第１３条 まちづくりに参加する権利の拡充

まちづくりに参加

子どもたちも

投
票
箱

73

町長室からも、職
員の方も、相互に

動向がみえる

町長と小学生
の話し合い

町長は立ったまま。
子どもは、町長の
椅子に座っている

74

２００３年（三重県議会の改
革と同じ年）

ニセコ町こども議会

こう変わった！

75

『広
報
ニ
セ
コ
』
２
０
０
５５
年
９
月
号

よ
り

子ども委員会で、給食のメニュー作り

北海道恵庭市北海道恵庭市

（１９９７年）

78

会場で挙手して女子高生が発言 「未来は私たちが使
うから、私たち高校生や子どもにも発言権が欲しい」
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79恵庭リサーチ・ビジネス・パーク逢坂氏、神原教授ら

市民の手づくりで「市長選を考える会」 盛花は 庭から持 てきた市民の手づくりで 市長選を考える会」 盛花は、庭から持ってきた。
セイタカアワダチソウも

80

第５章 コミュニティ

第１４条 コミュニティとは

第１５条 コミュニティのおける町民の役割

第１６条 町とコミュニティのかかわり

81

第６章 議会の役割と責務

第１７条 議会の役割

第１８条 議会の責務

第１９条 議会の組織等

第２０条 議会の会議

第２１条 会議の公開

第２２条 議会の会期外活動

第２３条 政策会議の実施

第２４条 議員の役割及び責務

82

第７章 町の役割と責務

第２５条 町長の責務

第２６条 就任時の宣誓

第２７条 執行機関の責務

第２８条 政策法務の推進

第２９条 危機管理体制の確立

第３０条 組織第３０条 組織

第３１条 審議会等の参加及び構成

第３２条 意見・要望・苦情等への応答義務等

第３３条 意見・要望・苦情等への対応のための機関

第３４条 行政手続の法制化

第３５条 法令の遵守
83

２００２年１１月 ３期目就任時の宣誓
84
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第８章 計画の策定過程

第３６条 計画過程等への参加

第３７条 計画の策定等における原則

第３８条 計画策定の手続

まちづく
り

第３９条 計画進行状況の公表

85

第９章 財政

第４０条 総則

第４１条 予算編成

第４２条 予算執行

第
１
冊
目

（
１
９
９
５

第４３条 決算

第４４条 財産管理

第４５条 財政状況の公表 「もっと知りたいことしの仕事」
（平成11年より）

よく分かる予算説明書

１９９５年版

５
年
）

第
１
冊
目

第
２
冊
目目

（
１
９
９
５
年
）

（
１
９
９
６
年
）１９９６年版

第
３
冊
目

（
１
９

１９９７年版

９
９
７
年
）

２００２年版

03
年
版
『も
っ
と
知
り
たた
い
こ
と
し
の
仕
事
』

89

99
年
度
の
広
報
広
聴
検
討

！

討
会
議
の
予
算

32
万
円

年
に
３
回

町
外
委
員
３
名

90
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２００４年版

２００５年版

２００６年版

２００３年版

91

読まない町民もいるから

92

「まちづくり基本条例の理念・精神に照らして全戸配
布すべき」という意見が通って、全戸配布は続いている

２００７年版

２００８年版

２００９版

２０１０年版

93

第１０章 評価

第４６条 評価の実施

第４７条 評価方法の検討

Plan

DoSee

94

第１１章 町民投票制度

第４８条 町民投票の実施

第４９条 住民投票の条例化

95

第１２章 連 携

第５０条 町外の人々との連携

第５１条 近隣自治体との連携

第５２条 広域連携

第５３条 国際交流及び連携

96
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第１３章 条例制定の手続

第５４条 条例制定等の手続

いわゆる「パブリック・コメント」手続より
一歩進めた仕組み

恒常的に参加手続を進めるので、
対象範囲が非常に広い

97

第１４章 まちづくり基本条例の位置付け等

第５５条 この条例の位置付け

第５６条 条例の体系化

◎最高規範性

◎ピラミッド型の自治法
体系の確保

98

自
治
基
本
条
例

男基
本

条 例 の 体 系

自治体の憲法

女
共
同
参
画

本
条
例

99

第１５章 この条例の検討及び見直し

【第５７条】

第１項
町は、この条例の施行後４年を超えない期間ごとに、

この条例がニセコ町にふさわしいものであり続けているか
どうか等を検討するものとする。

第２項
町は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、

この条例及びまちづくりの諸制度について見直す等
必要な措置を講ずるものとする。

100

２００２年９月 編集会議（於：ニセコ町議会・会議室）
101 102
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４ 「外」にはどう映っているか４ 外」にはどう映っているか

103

島牧村 ： １，８１６ ▼９１（前回比）
寿都町 ： ３，２９５ ▼１６７
黒松内町 ： ２，８８１ ▼６６
蘭越町 ： ５，００７ ▼１２３

ニセコ町 ： ３，７７９ １３１
真狩村 ： ２，０３５ ▼５０
留寿都村 ： １，７１０ ▼２９
喜茂別町 ： ２，３９７ ▼７０
京極町 ： ２，９８０ ▼１３
倶知安町 ： １３，１５３ ▼１２７
共和町 ： ５，７５８ ▼１０２

２
０
０
４
年
参
議
院
選
有

北
海
道

後
志
（
し
り

共和町 ： ５，７５８ ▼１０２
岩内町 ： １３，７９４ ▼４１９
泊村 ： １，７５３ ▼１１
神恵内村 ： １，０５７ ▼３３
積丹町 ： ２，７４４ ▼１２９
古平町 ： ３，８０３ ▼１１３
仁木町 ： ３，４３４ ▼１２８
余市町 ： １９，３５０ ▼３５３
赤井川村 ： １，１０９ ▼１９

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
計 ： ９１，８５５ ▼１，９１２

前回は２００１年７月１１日

有
権
者
数

前
回
比
較

り
べ
し
）管
内

104

順位 都市 ％

１ 札幌市 ６１．５
２ 函館市 ８．１
３ 伊達市 ５．１

Subject: 町長室日記 その１２０４（平成１５年８月２６日）

老後に住みたい道内のまちは（北海道新聞記事より）

３ 伊達市 ５．１
４ 帯広市 ２．６
５ 江別市 ２．２
６ 恵庭市 １．８
７ 富良野市 １．５
８ ニセコ町 １．１
８ 小樽市 １．１
８ 千歳市 １．１

２００３年

105 106

107

まちづくり基本条例「制定後」
の

ニセコ町の事業などセ 町の事業など

108

町民も、職員も、条例制定後に手続を遵守して行
われたものかどうかは、ほとんど意識していない。
制定前も制定後も手続に大きな変化はないから
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動き始めた農業

設置管理者：二セコ町 運営管理者：JAようてい

二セコ町堆肥センター

All Rights Reserved, Copyright 2002 NISEKO Town Office

N 42N 42°°52′E14052′E140°°48′Northern Resort48′Northern Resort

Mt.AnnupuriMt.Annupuri

項 目 概 要 説 明

処 理 工 程 原料：生ごみ・畜ふん・下水汚泥・稲わら
↓

前処理（６日間）チップ材混入
↓

１次発酵（２７日間）攪拌作業
↓ 異物除去

２次発酵（６５日間）切り返し

能 力 製 造 量：製品堆肥 ６,０００㌧

施 設 規 模 建築面積： ６,０８２.７４㎡

事 業 費 総事業費：６億１４,６７０千円

109

町内の生ゴミを全部 堆肥化

ニセコ町

堆肥センター

町内の生ゴミを全部、堆肥化

110

111

身の丈にあったき
め細かなルール

づくりが続く
112

ニ セ コ 町 の 現 在

「まち」が自動回転している？

「変わることはないはず」の町が「変わることはないはず」の町が

さまざまな交流・連携を通じ
て、大きく変わってきた

113 114
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川崎市

２００５年４月施行

全３１６頁

２００５年３月刊

115

川
崎
市
・
市
民
グ
ル

２００６年２月実施

２００６年８月刊行

２００７年２月実施

２００７年８月刊行

ル
ー
プ

116

５ アジアへの影響５ アジアへの影響

117

６ まちづくり基本条例
（自治基本条例）の理論的課題（自治基本条例）の理論的課題

118

７ ニセコ町にとっての今後の
課題課題

119 120
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残っていく課題

・総合計画との関係

・首長のマニフェストとの関係

・首長ら幹部の基本条例宣誓（遵守）首長ら幹部の基本条例宣誓（遵守）

義務との関係

格差社会・不安社会の中での
「生の保障」システムづくり

121

「自治基本条例」
「まちづくり基本条例」は

市（町村）民憲章とは異なる

122

福岡県宗像市 125

北九州市 市民憲章

緑を豊かに 清潔で美しいまちにします
きまりを守り 安全なまちにします

人を大切にし ふれあ の輪をひろげます人を大切にし ふれあいの輪をひろげます
元気で働き 明るい家庭をつくります

学ぶ楽しさを深め 文化のかおるまちにします

（昭和５６年２月１０日 告示第１８号）
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北九州市 市民憲章

緑を豊かに 清潔で美しいまちにします
きまりを守り 安全なまちにします

人を大切にし ふれあいの輪をひろげます人を大切にし ふれあいの輪をひろげます
元気で働き 明るい家庭をつくります

学ぶ楽しさを深め 文化のかおるまちにします

（昭和５６年２月１０日 告示第１８号）

○ニセコ町民憲章
昭和48年11月3日

告示第32号
昭和48年11月3日制定

わたくしたちは、ニセコ町の自然を愛し、恵まれた大地
で勤労と生産に励む日々を感謝しながら希望にみちた
生活につとめ、より豊かな未来をつくるためにねがいを活 、 り豊 な未来を くる ね を
こめてこの憲章を定めます。

1 自然を愛し住みよい環境をつくりましょう。
1 きまりを守り明るい社会をつくりましょう。
1 力をあわせ豊かな生産にはげみましょう。
1 健康で働き楽しい家庭をつくりましょう。
1 希望に生きるたくましい町民となりましょう。 128

町外（外国・国内）の不動産所有者等の
責務をどうするか？

住民投票権者の範囲をどう決めるか？住民投票権者の範囲をどう決めるか？

議会を含めた政府システムは
どうあるべきか？

129


